
資料２

長久手中央２号公園　イベント利用調整について

占用許可

キッチンカー
仮設テント
タープ、イス、机、看板　　など

仮設工作物（容易に人力で動かせないもの）
　組立て式ステージ
　やぐら
　大型エアー遊具　　など

利用までの流れ

□事前相談（随時）　　　※日付は未確定
　　　　　　　　　　　

□本申請（行為日の３ヶ月前～10日前まで）　※日付確定

□許可書の発行・使用料支払い

□行為日（イベント当日）

★事前相談で、イベント利用調整

行為許可

★審査


